
一般住民向け広報

死亡した野鳥を見つけたら

死亡した野鳥は素手でさわらないでください。

野生の鳥は，体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの

病原体があることがあります。

同じ場所で沢山の鳥が死亡していたら
お近くの県地域振興局等や市町村役場にご連絡下さい。

野鳥は様々な原因で死亡します

野生の鳥は，餌が採れずに衰弱したり，環境の変化に耐えられず死んで

しまうことがあります。野鳥が死んでいても，鳥インフルエンザを直ち

に疑う必要はありません。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは，感染した鳥との濃密な接触等の特殊な

場合を除いて，通常では人に感染しないと考えられています。

日常生活においては，過度に心配する必要はありません。

【連絡先】

地域振興局等 担当課 電話番号 対 象 市 町 村

鹿児島地域振興局 林務水産課 099-805-7362 鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村

南薩地域振興局 林務水産課 0993-52-1335 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市

北薩地域振興局 林務水産課 0996-25-5509 阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町

姶良・伊佐地域振興局 林務水産課 0995-63-8159 霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町

大隅地域振興局 林務水産課 0994-52-2162 鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,

東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町

熊毛支庁 林務水産課 0997-22-1133 西之表市,中種子町,南種子町

屋久島事務所 農林普及課 0997-46-2253 屋久島町

大島支庁 林務水産課 0997-57-7285 奄美市,大和村,宇検村,龍郷町,喜界町

瀬戸内町駐在 ― 0997-72-0185 瀬戸内町

徳之島駐在 ― 0997-83-1354 徳之島町,伊仙町,天城町,和泊町,知名町,与論町

県 庁 自然保護課 099-286-2616 ―


